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認知症疾患医療センター

■認知症を疑う場合

認知症専門診断管理料１ ５００点
１患者１回のみ算定可能

認知症の鑑別診断
➊ 診療情報提供書 ２５０点

認知症専門医療機関
紹介加算 １００点

認知症の疑いがある
患者の紹介

認知症療養計画書の提供

紹介元の医療機関において認知症の疑い患者を認知症疾患医療センターに紹介した場合、診療情報提供書
(２５０点)に加え、認知症専門医療機関紹介加算(100点)が算定できます。

■認知症疾患医療センターで認知症と診断された患者の診療情報を提供する場合

❷ 認知症療養指導料１ ３５０点

６ヶ月に限り１回算定可能
認知症療養計画書に基づく治療を行う

医事課宛に送付

FAX：0547-54-5962

診療情報を文章
(認知症療養計画書)で提供

紹介元の医療機関において、認知症疾患医療センターからの「認知症療養計画書」に基づき治療を行い、
認知症疾患医療センターに診療情報を文書で提供した場合、認知症療養指導料(３５０点、治療を開始月
から６ヶ月を限度に、月１回に限り算定可能)を算定できます。

■認知症疾患医療センターで認知症と診断された患者の症状が増悪した場合

認知症専門診断管理料２ ２８０点
１患者１回、３ヶ月に１回算定可能

療養方針の再評価➌ 新郎情報提供書 ２５０点

認知症専門医療機関
連携加算 ５０点
月１回算定可能

心身状態に変化
専門的治療が必要時

認知症療養計画書の提供

紹介元の医療機関において、すでに認知症疾患センターで認知症と診断された患者の症状増悪時に紹介し
た場合、診療情報提供料(２５０点)に加え、認知症専門医療機関連携加算(５０点)を算定できます
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